
令和6年4月現在

政策等の名称 内容

総合計画推進委
員会

令和6年12月
～

令和7年3月

アンケート調査
令和6年
7月～9月

こども会議2025 令和7年1月

パブリックコメント
令和6年12月
～令和7年1月

景観計画策定等
検討委員会

未定

ワークショップ 未定

令和6年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

2

実施予定時期 担当課

(12)当初予算の作成

財政課

令和7年度当初
予算の作成

　令和7年度の予算作成にあ
たり、各担当部局からの予算
要求段階における新規事業
(新たに取組もうとする事業な
ど) の内容についてパブリック
コメントを実施します。

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

1

北広島市総合計
画（第6次）の中

間見直し

　令和７年度の総合計画中間
見直しに向けて、総合計画進
行管理に係る調査等を行うとと
もに見直しの検討を行います。 企画課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

都市計画
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

3

　北広島市では、ボールパー
クの開業や駅西口活性化事業
といった事柄を契機に、これか
らの都市景観の在り方が関心
の的となっています。また、
カーボンニュートラルの実現な
ど社会的な動きや、本市の良
好な立地条件から、近年は太
陽光発電設備をはじめ、郊外
部の開発事業が増加傾向にあ
り、地元住民から自然景観との
調和を望む声が寄せられ、高
い関心事となっています。
　こうした転換期を迎えた今、
住民や事業者、行政の協働に
よる良好な景観づくりに向け、
目指す景観像の共有や良好
な景観づくりの基準等を示す
ために、景観法に基づく景観
計画を策定します。

北広島市景観条
例の制定及び北
広島市景観計画

の策定
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令和6年4月現在

政策等の名称 内容

令和6年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

防災会議
令和6年9月～
令和7年1月

パブリックコメント
令和7年
2月～3月

パブリックコメント
令和7年
2月～3月

犯罪のない安全
で安心なまちづく

り推進会議

令和6年
6月～12月

パブリックコメント
令和6年
8月～9月

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

　上位計画である北海道地域
防災計画及び水防計画の改
正に伴い、北広島市地域防災
計画及び水防計画の修正を
行います。

5

北広島市強靭化
計画の修正

　独自で定めた5年ごとの見直
し期間に基づき、北広島市強
靭化計画の修正を行います。 危機管理

課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

市民生活
課

4
危機管理

課

6

　「北広島市犯罪のない安全
で安心なまちづくり推進計画」
は、北広島市犯罪のない安全
で安心なまちづくり条例第8条
に基づき策定する計画で、安
全で安心なまちづくりに対する
施策を総合的かつ計画的に推
進するために策定したもので
す。
　今回の見直しは、令和2年度
から開始した現行の第3次計
画の計画期間が令和6年度で
満了になることに伴い、令和7
年度を初年度とする推進計画
を見直し策定するものです。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

北広島市犯罪の
ない安全で安心
なまちづくり推進
計画の見直し

北広島市地域防
災計画及び水防

計画の修正
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令和6年4月現在

政策等の名称 内容

令和6年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

男女共同参画推
進委員会

令和6年5月

パブリックコメント 令和6年4月

パブリックコメント 令和6年8月

アンケート調査 令和6年5月

7

北広島市霊園条
例施行規則の一

部改正

　現在、北広島霊園の貸付区
画は自由墓地（4㎡、6㎡、9
㎡、12㎡、16㎡）及び芝生墓
地（4㎡、6㎡）、合葬墓となって
いますが、家族形態の核家族
化等により、合葬墓への応募
が多い傾向にあります。
　今後、多様化する墓のニー
ズを把握し、安定した長期的な
運用を目的として、規則を改正
します。

環境課

　パートナーシップ宣誓制度
は、性的マイノリティの方の意
思に寄り添いその関係を尊重
し、日常生活における困難や
生きづらさの軽減を図るもので
あり、全国的にも導入する自治
体が急速的に増えているところ
です。
　制度導入により多様な性のあ
り方への理解が一層深まること
からも、一人一人が互いの人
権を尊重し、誰もが自分らしく
生きることができる社会の実現
に向け、本市においても上記
制度を導入します。（要綱によ
る規定）

(13)その他市の機関が市民参加の必要があると
認めるもの

パートナーシップ
宣誓制度の制定

8

市民生活
課

(9)公共施設の利用方法について定める条例及
び規則の制定、改正又は廃止
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令和6年4月現在

政策等の名称 内容

令和6年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

国民健康保険運
営協議会

令和6年8月～
令和7年3月

パブリックコメント 令和7年2月

こども施策審議会
令和6年5月～
令和7年3月

パブリックコメント 未定

保護者説明会 令和6年7月

パブリックコメント
令和6年
7月～8月

10

北広島市こども
計画の策定

　国が策定する「こども大綱」を
勘案し、現行の「北広島市子ど
も・子育て支援プラン」と「北広
島市子どもの権利に関する推
進計画」を統合した「北広島市
こども計画」を策定します。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

子ども家
庭課

(5)市税（前号に規定する市税を除きます。）の税率の
引上げ（標準税率がある市税の税率の引上げであっ
てその標準税率を超えないものを除きます。）を目的

として行う条例の制定、改正又は廃止

保険年金
課

子ども家
庭課

9

11

北広島市学童ク
ラブ条例の改正

　令和7年度から、大曲学童ク
ラブが大曲小学校から大谷む
つみ認定こども園に移転する
ことに伴い学童クラブの位置及
び定員数が変更されることとと
もに、西部第二学童クラブを令
和6年度末をもって廃止し西部
学童クラブと統合することから
条例の改正を行います。

(9)公共施設の利用方法について定める条例及
び規則の制定、改正又は廃止

国民健康保険税
条例の一部改正

　平成30年度から都道府県が
財政運営の主体となる新しい
国民健康保険制度が始まり、
各市町村は北海道が示す市
町村ごとの標準保険料率を参
考に国民健康保険税率を決
定することとなるため、国民健
康保険税率改定に伴う、北広
島市国民健康保険税条例の
一部改正を行います。
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令和6年4月現在

政策等の名称 内容

令和6年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

住生活基本計画
策定検討委員会

令和6年7月～
令和7年2月

パブリックコメント
令和6年12月

～
令和7年1月

アンケート調査 令和6年7月

学校適正配置等
審議会

令和6年5月～

市民説明会 令和6年5月～

パブリックコメント
令和7年
1月～2月

アンケート調査
令和6年
5月～6月

特別天然記念物野
幌原始林保存活用
計画検討委員会

令和6年
4月～11月

ワークショップ
令和6年
5月～7月

パブリックコメント
令和6年
6月～7月

12

14

13

　小中学校の少人数化・単学
級化及び学校施設の老朽化
を踏まえ、学校施設の適正規
模・適正配置に向け、多角的
な視点から検討し、取組を実
施します。

(8)公共施設（公用のために使用する施設であっ
て市民が身近に利用するものと市の機関が認め

るもの及び公の施設をいいます。以下同じで
す。）の設置に係る計画の策定、変更又は廃止

北広島市特別天
然記念物野幌原
始林保存活用計

画の策定

　本計画は、本市に所在し、国
の特別天然記念物の指定を受
けている野幌原始林につい
て、令和2年度から4年度まで
の3年間で行った調査結果を
踏まえて、100年以上にわたり
保全してきた既指定地と、森林
回復の途上にある追加指定地
の２つの指定地において、
時々刻々変化する針葉樹や広
葉樹の林相等を適切に保全・
保護・再生していくための手法
や、より良い活用の方向性を
示すことを目的として策定する
ものです。

北広島市住生活
基本計画の策定

　現行計画の計画期間が満了
することに伴い、国や北海道が
策定した新たな住生活基本計
画などの住宅政策の動向のほ
か、北広島市の社会情勢など
を考慮した新たな「北広島市
住生活基本計画」の策定を行
います。

建設総務
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

エコミュー
ジアムセ
ンター

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

学校施設適正規
模・適正配置検

討事業
教育総務

課

5 / 5 ページ


